
新型コロナウイルスの感染症 緊急事態宣言延長に伴う対応について（重要） 

 

 

いつもお世話になっております 

新型コロナウイルス感染症拡大防止対策で日々ご苦労をお掛けしております。 

さて政府は５月４日に緊急事態宣言を５月末まで延長することを決定いたしました。また、

パナソニック株式会社もこれまでの対策を継続するとの通達が発信されております。 

つきましては、緊急事態延長に伴う松愛会活動に対し下記の通りといたしますので、ご理解

をお願いいたします。 

 

１.基本の対応 

 ・政府及びパナソニック株式会社の対応を鑑み、原則現行の対応を継続する。ただし、 

特定警戒都道府県以外の地域については、該当地域行政からの方針を参考に十二分な 

感染症防止対策を行ったうえで活動の再開についてのご判断をお願いいたします。 

  なお、活動の再開にあたっては特にカラオケ、飲食を伴う会合については極力開催を 

自粛するようお願いいたします。 

 

２.新しい生活様式 

 

 

３.期間 

  ２０２０年 ５月３１日まで 

   なお、環境に変化がある場合は改めてご連絡いたします。 

 

                            パナソニック松愛会 

                             事務局長 小原 尚生 


